
 

４．賃金制度（基本給） 

 ４－１ 個々の社員の基本給の決め方 
 

問15　個々の社員の基本給の決め方（小規模企業調査）

26.219.4

30.5

21.6

22.3

24.6 50.4

52.2

42.8

1.5

1.3

1.9

2.9

0.9

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

賃金表を作成し、それぞれの等級・号などにあてはめて決めている

賃金表は使用していないが、これまでの慣行があって決めている  

採用時に個別に決定し、それ以降折りをみて適宜改定している    

その他              

　無回答            

 

 
 ４－２ 個々の社員の基本給決定の考慮要素 
 

問16　個々の社員の基本給決定の考慮要素
（小規模企業調査）

62.5

70.3

65.5

50.8

65.9

30.5

30.7

8.0

3.8

1.9

62.6

72.0

64.2

52.4

69.3

30.5

26.2

7.2

2.8

1.4

63.7

71.5

74.3

53.3

59.2

33.0

45.5

9.6

4.8

3.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

仕事の内容          

仕事の責任度合      

仕事に取り組む姿勢・努力   

業績・成果          

能力                

年齢                

勤続年数            

学歴                

その他              

　無回答            

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満
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 ４－３ ５年前と比較して考慮の程度が高くなった基本給決定の考慮要素 
 

問17　基本給決定の考慮要素で５年前より考慮の程度が高くなったもの
（小規模企業調査）

21.2

38.5

51.0

35.0

42.1

3.0

2.5

2.6

4.7

22.2

38.9

46.5

36.8

45.4

1.8

2.9

1.3

5.5

22.6

40.4

63.3

33.3

40.3

2.8

2.8

4.9

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

仕事の内容          

仕事の責任度合      

仕事に取り組む姿勢・努力       

業績・成果          

能力                

年齢                

勤続年数            

その他              

　無回答            

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満

 
 
 ４－４ 基本給決定方法の社員への周知 
 

問18　基本給の決め方の周知状況（小規模企業調査）

12.9

11.6

10.9

12.1

13.4

20.4 36.5

33.2

35.5 36.7

39.2

29.2

2.8

2.7

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

社内規定や説明文書を作成して全員に配布している              

社内規定や説明文書を事務所に備付け、常時閲覧できる状況にある

社員からの求めがあれば説明するようにしている                

とくに周知するようなことはしていない    

　無回答            
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 ４－５ 所定内給与に占める基本給の割合 
 

問19　所定内給与に占める基本給割合
（小規模企業調査）

29.6

32.7

16.6

31.9

30.1

27.4

25.0

37.5

30.2

25.6

15.4

17.0

10.6

16.4

20.5

11.9

11.8

9.6

9.9

5.3

3.8

12.0

5.6

6.7

10.3

9.7

10.4

6.3

7.2

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計／非管理職層

（参考）30人以上計／管理職層

90％以上            80％台              70％台              

60％台              60％未満            　無回答            

 
 
 ４－６ 評価に際しての家庭事情考慮の状況 
 

　（注）　「（参考）30人以上規模」については、成果主義賃金における評価についての設問である。

問20　評価に際しての家庭事情の考慮の状況
（小規模企業調査）

6.8

6.1

5.4

4.4

9.9

63.4

62.9

71.5

46.0

19.3

19.5

16.8

6.3

7.3

3.1

16.9

4.3

4.5

4.5

3.6

0.5

0.6

16.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

まったく考慮しない  あまり考慮しない    
事情によっては考慮する                  常に事情を考慮して評価することとしている
どちらともいえない  　無回答            
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５．賃金制度（手当） 

 ５－１ 家族手当、住宅手当の有無 

問21－１　家族手当の有無
（小規模企業調査）

58.8 4.7 33.6 2.9

54.2 4.3 39.2 2.4

73.7 6.3 15.3 4.8

73.1 4.7 20.2 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

ある                ５年ほど前にはあったが今はない          

以前からない        　無回答            

問21－２　住宅手当の有無
（小規模企業調査）

31.2 6.6 59.9 2.4

30.2 5.2 62.5 2.2

35.5 12.3 49.2

0.947.2 6.7 45.3

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

５年ほど前にはあったが今はない          ある                

以前からない        　無回答            

 
 ５－２ 夫婦共働きの場合の家族手当等の取扱い 

問21－３　夫婦共働きの場合の家族手当等の扱い
（小規模企業調査）

29.4

4.7

0.6

10.3

2.0

3.0

12.7

36.6

5.6

29.5

3.0

0.5

9.4

0.8

2.7

13.5

39.4

4.6

28.0

9.3

1.6

15.4

5.7

2.9

7.9

26.2

10.9

49.9

15.2

0.3

11.9

4.7

2.2

8.5

20.8

3.8

0 10 20 30 40 50 60 70

世帯主であることを支給要件にしている
ので併給の問題はない    

夫婦とも自社の社員であれば、
その選択によりどちらかに支給    

夫婦とも自社の社員であれば、
手当の半額ずつを双方に支給      

一方のみが自社社員であれば、
特に併給調整せずに支給          

一方のみが自社社員で他方に同様手当が
支給されていない場合支給

上記以外の方法により併給調整をしている  

とくに併給調整の決まりはない            

家族手当や住宅手当のように
夫婦併給が問題となる手当はない    

　無回答            

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満 （参考）30人以上計
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 ５－３ 役職手当 
  （制度の有無） 

問21－４　役職手当の有無
（小規模企業調査）

65.9

63.4

75.8

83.3

4.7

5.2

5.7

4.1

24.1

28.0

9.4

11.7 0.9

3.5

5.4

9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

ある                ５年ほど前にはあったが今はない          

以前からない        　無回答            

 

  （支給されている社員の割合） 

問21－５－１　役職社員を支給されている社員の割合（男性）
（小規模企業調査／役職手当のある企業＝100）

25.0

31.2

66.2

64.8

64.7

7.2

4.1

1.8

11.6

4.1 4.0

3.5

2.5

11.6

3.0

3.2

2.8

10.2

1.4

1.4

1.3

11.6

2.8

2.6

1.6

16.6

19.8

19.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

5 ％未満            5 ～10％未満        10～15％未満        15～20％未満        

20～30％未満        30％以上            　無回答            

問21－５－２　役職社員を支給されている社員の割合（女性）
（小規模企業調査／役職手当のある企業＝100）

14.5

9.5

76.0

77.3

67.8

14.749.0

0.6

10.3

0.5

0.5

6.2

1.8

0.8

6.2

3.3

0.8

1.1

6.9

10.4

9.0

8.2 12.0

12.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

5 ％未満            5 ～10％未満        10～15％未満        15～20％未満        

20～30％未満        30％以上            　無回答            
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  （役職手当の基本給に対する割合） 

　（注）　30人以上については、「5％程度」、「10％程度」などの選択肢で回答を求めた結果である。
　　　　　また、30人以上の無回答には、「なんともいえない」を合算したものである。

問21－６－１　役職手当の基本給に対する割合（課長クラス）
（小規模企業調査／役職手当のある企業＝100）

7.7

28.2

28.8

15.6

17.3

22.5

15.1

20.0

19.4

25.0

39.1

25.8

21.2

15.3

11.3

11.7

9.6

14.2

9.1

7.5

15.7

5.3

2.8

2.5

3.7

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

7.5 ％未満          7.5 ～12.5％未満    12.5～17.5％未満    17.5～22.5％未満    

22.5～27.5％未満    27.5％未満          　無回答            

問21－６－２　役職手当の基本給に対する割合（部長クラス）
（小規模企業調査／役職手当のある企業＝100）

8.9

10.7

8.4

8.5

17.6

14.9

25.8

14.3

10.4

7.9

13.8

16.7

12.8

12.5

15.9

12.4

3.9

3.9

6.0

9.5

11.7

13.6

6.3

13.4

34.7

36.5

23.9

25.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

7.5 ％未満          7.5 ～12.5％未満    12.5～17.5％未満    17.5～22.5％未満    

22.5～27.5％未満    27.5％未満          　無回答            

 
 
６．雇用制度 

 ６－１ コース別雇用制度の有無 

問22　コース別雇用制度の有無（小規模企業調査）

3.9 85.6 7.0

4.0 84.6 8.4 3.0

4.2 87.9 3.2 4.8

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

ある                ない                なんともいえない    　無回答            

 
 

90 
 



 

 ６－２ 女性社員の管理職 
  （存否） 

問23　女性社員の管理職の有無（小規模企業調査）

32.4

31.9

37.1

62.9

63.6

59.9

4.6

4.5

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

いる                いない              　無回答            

 
  （女性管理職がいない理由） 
   「候補がいない」「管理職候補の女性を採用していない」といった理由が多い。  

問23－２　女性社員の管理職がいない理由
（小規模企業調査／女性管理職がいない企業＝100）

13.9

30.3

5.6

3.1

15.5

4.6

1.7

4.6

3.5

22.1

2.6

7.2

14.0

31.1

5.5

2.4

14.4

2.9

2.5

2.3

5.1

22.8

2.4

6.8

13.0

33.3

9.5

2.8

21.3

10.5

0.0

16.1

0.0

9.8

4.9

5.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

候補者はいるが、必要な在職年数等の
条件を満たしていないから  

今のところ管理職の候補になり得る
女性社員がいないから

管理職に適格となる前に
辞めてしまったから

管理職になれる女性社員を
採用できないから

管理職にすることを考えて女性社員を
採用していないから        

家庭責任を多く負っているため、
責任ある仕事に付けられないから

管理職は残業が多く、女性社員を
就かせるのは難しいから        

女性社員が希望しないから  

男女問わず社員が管理職に
なることはないから                  

管理職といえるポストがないから

女性の管理職がいない理由は
わからない

　無回答            

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満
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  （今後の見込み） 

問23－３　女性が管理職になる見込み
（／女性管理職がいない企業＝100小規模企業調査）

20.6

16.4

28.7

26.5

29.7

15.3

4.7

6.2

2.9

0.8

1.1

47.1

46.8

50.7 2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

近いうちになる予定である                いずれはなると思う  

今後ともなる見込みはない                なんともいえない    

　無回答            

 
 
 ６－３ 再雇用 
  （再雇用の有無） 

（注）　設問は、「ここ５年間に結婚、出産などを契機に退職された元社員を再び正社員として
　　　雇用することがありましたか。」である。

問24　退職した元社員の再雇用の有無（小規模企業調査）

7.0

4.6

15.1

9.8

89.0

91.5

78.8

74.7

3.9

3.9

6.1

15.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

あった              なかった            　無回答            

 

  （再雇用の際の賃金） 

　（注）　「仮に退職することなく引き続き勤務されていたとした場合に想定される賃金」と比べた水準である。

問13－４　再雇用の際の賃金の実際
（小規模企業調査／再雇用したことのある企業＝１００）

63.7

70.2

55.7

44.5 3.4

8.3

9.4

4.0

9.0

9.0

21.0

21.9

10.0

23.3

6.3

9.6

2.71.6

5.0

11.2 9.0

1.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

ほぼ同程度          ５％程度低い        10％程度低い        

15％程度低い        20％程度低い        25％程度以上低い    

かえって高かった    なんともいえない    　無回答            
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  （再雇用の結果の評価） 

 （注）30人以上の「よかった」は、「非常によかった」と「よかった」の合計である。
　　　「あまりよくなかった」及び「よくなかった」を選択した企業はなかった。

問24－３　再雇用の結果の評価
（小規模企業調査／再雇用したことのある企業＝１００）

51.9

19.3

81.2

62.9

39.2

60.8

18.8

16.6

8.9

19.9

13.1 7.4

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

よかった            まあまあよかった    なんともいえない    無回答

 
 
 ６－４ 従来男性がついていた仕事への女性の配置 
  （有無） 

　（注）　調査票では、「ここ５年間において」として訊いている。

問25　従来男性がついていた仕事への女性の配置の有無
（小規模企業調査）

23.1

20.4

31.4

33.7

73.2

76

62.4

62.2

3.7

3.6

6.1

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30人未満計

20人未満

20～30人未満

（参考）30人以上計

あった              なかった            　無回答            

 

   （配置した理由） 

問15－２　女性を配置した理由
（小規模企業調査）

（男性の後に女性を配置した企業＝100）

36.2

20.0

13.2

13.8

2.7

32.9

33.7

23.8

15.2

14.4

0.0

38.9

38.1

16.2

9.3

18.6

42.7

11.4

7.4

4.8

37.7

0.6

25.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

適格の女性社員を
採用できた              

適格となるように女性社員
が育成されてきた

女性社員を積極的に登用する
自社の方針に沿った                

女性社員から要望が
あった                

特に理由はない

　無回答

％

30人未満計 20人未満

20～30人未満 （参考）30人以上計  
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７．女性社員の一層の活躍促進のための取組み 

 
 ７－１ 取り組んでいる事項 

問26　女性社員の活躍を一層促進するための取組
（小規模企業調査）

32.1

16.5

11.3

36.4

36.1

10.3

7.2

16.6

33.6

16.5

11.5

38.6

35.9

9.1

6.5

15.8

27.4

17.2

12.5

28.6

47.2

11.5

5.8

16.8

0 20 40 60 80 100

女性社員をより広い範囲の職務に
配置すること                  

女性社員を積極的に役職に
登用すること    

ハラスメントの防止など職場環境を
整備すること                

仕事と家庭生活との両立を
促進すること    

女性社員からの意見や苦情を
積極的に聴取・収集すること        

男女間の賃金格差の状況把握と
その要因の除去                  

その他

　無回答

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満

 

  ７－２ 関連機関の認知度 

問26　女性社員の活躍を一層促進する施策
関連機関の認知度
（小規模企業調査）

27.1

13.2

17.3

3.6

53.2

24.7

13.5

15.5

4.3

55.0

36.3

9.9

22.3

1.4

48.9

0 20 40 60 80 100

都道府県労働局雇用均等室 

（財）21世紀職業財団や
その都道府県事務所

都道府県や政令市が設置した
女性センターなど                  

その他 

　無回答            

％

30人未満計 20人未満 20～30人未満
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ま と め 

 
○賃金表は、71.8％の企業で作成されている。（大企業ではほとんど） 
○賃金表のある企業について、賃金表が一つは 33.3％、職位で分表 28.4％、事務・技術の

ように仕事のおおまかな類型で分表 23.4％、雇用コースで分表 14.2％ 
 （正規・非正規で分表は、24.3％） 

 ・・・職位の違い、職種の違い、雇用コースの違い   
             賃金（及び賃金プロファイル）の違い 
    賃金表だけでは賃金額はわからなくなっていないか。（例：成果主義） 
○所定内給与の体系 
 所定内給与 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本給 （所定内給与の 90％以上：31.9％、80％台：30.2％、70％台：16.4％など） 
（大企業ほど割合高い）

基本給の決定要素 
＜非管理職層／現在←５年前＞ （ウェイト変化／増減 D.I.） 

 ①年齢   63.5％ ←64.8％   12.3 ポイント低下

 ②勤続年数 52.9％ ←57.3％   12.8 ポイント低下

 ③職務   69.8％ ←62.7％   21.9 ポイント上昇 

 ④職責   77.7％ ←70.1％   32.0 ポイント上昇 

 ⑤成果   72.4％ ←61.9％   41.2 ポイント上昇 

 ⑥能力   78.8％ ←68.2％   35.9 ポイント上昇 

＜管理職層＞ 

 ①年齢、勤続等 49.0％ ←53.2％   9.8 ポイント低下

 ②役職    75.9％ ←71.2％  12.9 ポイント上昇 

 ③職務    71.6％ ←64.1％  24.3 ポイント上昇 

 ④職責    83.2％ ←74.0％  32.4 ポイント上昇 

 ⑤成果    75.9％ ←65.4％  12.8 ポイント低下

 ⑥能力    78.3％ ←69.8％  21.9 ポイント上昇 

＜各種手当＞ 

＊成果主義賃金採用企業 37.6％ うち基本給が変動する企業 60.1％

（大企業ほど割合高い）

家族手当あり 73.1％、住宅手当あり 47.2％ 

＊額対基本給 課長：14.6％ 役職手当あり 83.3％ 
       部長：17.7％ 
＊対象    男性：22.7％ 

女性：10.4％ 
（注）階級値から試算した企業平均ベース（以下同じ）
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＊対象 男性： 26.4％ 業績手当あり 17.3％  
 
 
 
 

      年功要素の後退と能力、職責、成果、職務、役職のウェイト増大 
        →客観的比較困難に、配置（及び能力開発）の重要性 

各種手当の支給対象割合の男女差 
（例） 
★役職手当（12％ポイント程度） 
 対基本給額 16％程度、所定内給与に占める基本給割合を 80％とおくと 

        （所定内給与×0.80）×0.16×0.12=0.02（２％ポイントの格差要因） 
 
○成果主義賃金 
  導入企業 37.6％ （大企業では７～８割） 
  適用範囲 社員全員とする企業が８割 
  賃金の変動 基本給 60.1％  変動幅 制度 68.9  実際 71.2 
        賞与  91.4％  変動幅 制度 63.2  実際 66.9 
 
        成果主義により基本給で最大 15％ポイント程度（(100-70)／２）差が出

る可能性あり。（所定内給与ベースで、最大 12％ポイント程度） 
        評価が重要に。（評価者訓練、家庭責任の考慮） 
         ★評価者訓練：定期的実施は 29.9％（大企業でもほぼ同様） 
         ★評価の際の家庭責任への考慮 事情によって考慮 46.0％ 
                        常に考慮 16.8％ 
 
○配置が重要（職位、雇用コース、職種） 
 ◎職位（管理職） 
   女性部課長のいる企業 34.2％ （大企業ほど高い） 
   正社員数の女性／男性比は 課長：3.9％ 部長：2.0％ 
   増えた企業の割合 課長：38.6％ 部長：13.7％ 
   増えた理由 適格者が増えた 76.5％ 積極登用する方針による 28.7％  
         女性の勤続年数の伸長 14.9％ 
   部課長昇進での重視項目中女性の昇進の場合特に注目する事項 
         現在の職務での業績・成果 部下の統率力 専門知識・能力 
   今後の見込（増加） 課長：43.5％ 部長：20.5％ （大企業ほど多い） 
        求める部課長人材を企業が育成することが重要 
        時間がかかる？ 
 
 

女性： 19.8％ 

＊対象 男性： 18.3％ 職務手当あり 48.6％ 
女性： 11.8％ 
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 ◎雇用コース 
  勤務地限定社員制度 8.6％   ・・女性の方が多い 54.4％ 男性の方が多い 25.7％ 

職種限定社員制度 11.0％   ・・女性の方が多い 36.9％ 男性の方が多い 47.6％ 
所定勤務時間限定社員制度 4.1％・・女性の方が多い 51.9％ 男性の方が多い 28.6％ 
一般職社員制度  10.3％   ・・女性の方が多い 82.6％ 男性の方が多い 6.1％ 

  （参考）新規大卒採用では、「総合職」がある企業は、男性 41.7％ 女性 35.8％ 
 

★一般職社員制度 
     通常の社員と異なる賃金体系適用 62.0％ 
     一般職社員と決まる時期 募集時 70.0％ 採用時 19.8 
     職群転換の可能性 71.4％ 
 
       コース別管理は、賃金に差が出る要素である。 
       コース設定に合理性があるか。（性別を意識したものでないか。） 
       合理的なコース間転換制度整備と男女に関係ないコースに 
 
 ◎職種（職務） 
  ★中核的・基幹的職務、 
   職務ベースでみて 現業的職務：女性の方が多い 17.0％ 男性の方が多い 74.7％ 
            事務的職務：女性の方が多い 32.8％ 男性の方が多い 38.5％ 

営業的職務：女性の方が多い 5.2％ 男性の方が多い 88.5％ 
企画的職務：女性の方が多い 11.9％ 男性の方が多い 67.7％ 

   男性の方が多い理由 適格者の数の違い、時間的制約 社員の希望 
所定内給与は男性の方が高いがほとんど 

   その理由は（男性は） より困難な仕事 役職者が多い 経験年数が長い 
   職務に関連した社内訓練・研修の実施につき、一部に男女間で差もみられる。 
  ★いわゆる男性職種への職域拡大 
   従来男性が就いていた仕事への女性の配置したことのある企業 33.7％ 
   理由は、 適格者がいた 積極登用の自社方針に沿って 
   企業には、営業、企画、対顧客サービスへの女性の配置可能性の認識が高い 
 
       同じ名称の職務でも、格差がある。職務の困難性、経験年数、役職の違い 
       希望者がいれば、積極的に職域拡大をする必要 
 
○全て（能力開発、昇進、職務）に関連する育児期の雇用継続と再雇用 
 ◎育児期の雇用継続 ・・ 育児休業と育児サポート施策 社会的資源整備 
 ◎再雇用 

再雇用経験あり 9.8％  再雇用制度化 12.7％ （大企業の３割程度） 
  再雇用時の賃金  通常の中途採用と同じ扱い 31.4％、 

退職時の処遇ベースに再評価 31.0％ 
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  実際の再雇用のときは 継続して勤務していたとしたときの賃金で雇用 44.5％など 
             継続勤務に比べて賃金低下要因であることは確か 
  再雇用実績の評価   結果はよかったと評価している 
 
         再雇用の実績・経験を積むことが重要。 
        （再雇用するくらいなら、雇用継続に？） 
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